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ほうふ幸せます働き方推進企業認定実施要綱 

                        平成２９年４月３日制定 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、仕事と生活の調和（以下「ワーク・ライフ・バランス」

という。）及び女性の職業生活における活躍の推進、誰もが働きやすい職場

環境の形成を目指す事業者（以下「ほうふ幸せます働き方推進企業」とい

う。）の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（認定対象者） 

第２条 ほうふ幸せます働き方推進企業の認定を受けることができる者（以下

「認定対象者」という。）は、市内に事務所又は事業所を有する事業者のう

ち、従業員との雇用関係を有するものであって、以下に掲げる事項を取り組

んでいる者とする。 

(１) 仕事と生活の調和に関する事項 

(２) 女性の職業生活における活躍の推進に関する事項 

(３) 誰もが働きやすい職場環境の形成に関する事項 

２ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると認められる者は認定

対象者となることができない。 

(１) 会社法（平成１７年法律第８６号）第４７５条若しくは第６４４条 

の規定に基づく清算の開始、破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条 

第１項若しくは第１９条第１項の規定に基づく破産手続開始の申立て、会 

社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更正手続 

開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規 

定に基づく再生手続開始の申立て（以下、「申立て等」という。）がなさ 

れた者（会社更生法又は民事再生法の規定に基づく更正手続開始又は再生 

手続開始の決定日以降を審査基準とする経営事項審査を受け更生計画の認 

可の決定が確定した者を除く。） 

(２) 防府市暴力団排除条例（平成２３年条例第２１号）第２条第１号に規 

定する暴力団又は同条第２号に掲げる暴力団員である者 

(３) 市税等を滞納している者 

(４) その他市長が不適当と認める者 
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（認定申請） 

第３条 認定申請を受けようとする者（以下、「認定申請者」は、ほうふ幸せ

ます働き方推進企業認定申請書（第１号様式）に次の各号に掲げる書類を添

えて、市長に提出しなければならない。 

(１) ほうふ幸せます働き方推進企業認定チェックリスト（第２号様式） 

(２) ほうふ幸せます働き方推進企業宣言書（第３号様式） 

(３) ほうふ幸せます働き方推進企業認定従業員アンケート調査票（第４- 

１号様式）に基づく結果報告書（第４-２号様式） 

(４) その他市長が必要であると認める書類 

（認定審査等） 

第４条 市長は、第３条の規定に基づく申請書及び添付書類の提出があったと

きは、その内容を審査し、適当と認めるときは、認定申請者に対し、ほうふ

幸せます働き方推進企業認定申請結果通知書（第５号様式）により通知する

ものとする。 

２ 前項の審査は、市長が別に定める基準によるものとする。 

（確認調査） 

第５条 市長は、認定申請者に対し、申請書及び添付書類を審査するため、必

要に応じて現地調査又は報告を求めるなど、申請の内容の確認を行うことが

できる。 

（業務の委任） 

第６条 市長は、前条に規定する業務を他の者に委任することができる。 

（認定証等の交付） 

第７条 市長は、認定した事業者（以下「認定事業者」という。）に対し、ほ

うふ幸せます働き方推進企業認定証（第６号様式）を交付するとともに、ほ

うふ幸せます働き方推進企業認定マーク（以下「認定マーク」という。）を

使用することを認めるものとする。 

 （認定の公表） 

第８条 市長は、認定事業者について、市のホームページ等で公表するものと

する。 

 

4



 （従業員への周知等） 

第９条 認定事業者は、市長に提出したほうふ幸せます働き方推進企業宣言書 

（第３号様式）を、市内従業員に周知させるための措置を講じなければなら

ない。この周知は、事業所の見やすい場所へ掲示し若しくは備えつけること、 

書面を市内従業員へ交付すること又は電子メールを利用して市内従業員へ送

信することその他の適切な方法によるものとする。 

（認定期間） 

第 10条 認定期間は、認定の日の翌日から起算して３年間とする。 

（更新申請） 

第 11条 認定事業者は、認定期間が満了する日の３か月前から、認定の更新

にかかる申請（以下「更新申請」という。）をすることができる。 

２ 第３条から第９条までの規定は、更新申請について準用する。 

（変更・廃止の届出） 

第 12条 認定事業者は、申請の内容に変更を生じ又は事業の廃止をした場合

は、ほうふ幸せます働き方推進企業認定変更届出書（第７号様式）により市

長に届け出なければならない。 

（認定の取消し） 

第 13条 市長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、認定を取り消すことができる。 

(１) 第２条に掲げる認定対象者でないことが判明したとき。 

(２) 第３条に掲げる申請書類に記載された事項と相違する事実が判明した 

とき。 

(３) その他市長が不適当と認めるとき。 

２ 認定を取り消された事業者は、遅滞なく市長に認定証を返納するとともに、

認定マークの使用を中止しなければならない。 

（その他） 

第 14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年４月３日から施行する。 
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第１号様式（第３条・第 11条関係） 

年 月 日  

ほうふ幸せます働き方推進企業認定（新規・更新）申請書 

 

（宛先）防府市長 

 
主 た る 
事業所の 
所 在 地 
 

名 称 

 

代 表 者            印 

 

ほうふ幸せます働き方推進企業認定実施要綱第３条・第 11条の規定により、次のとお

り関係書類を添えて申請します。なお、同要綱第２条の規定に基づく、市税等の納付調査

に同意します。 

事業所の所在地 
 

市内事業所の 

所在地 

 

（フリガナ） 

事業所の名称 

 

業種・事業概要 
 

総従業員数 

該当するものに○を付けてください。 

１ ３０１人以上    ３ ２１人～１００人 

２ １０１人～３００人 ４ ２０人以下 

市内従業員数 
         人 

（  年 月 日現在） 

（うち男性） 

     人   

（うち女性） 

      人   

連絡先 

（担当者） 

所属：            氏名： 

電話： 

ＦＡＸ： 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： 

書類郵送先：〒 

 

※事業所の所在地、名称が複数ある場合は、その旨がわかる書類を添付してください。 

（添付書類） 

（１）ほうふ幸せます働き方推進企業認定チェックリスト 

（２）ほうふ幸せます働き方推進企業宣言書 

（３）ほうふ幸せます働き方推進企業認定従業員アンケート調査結果報告書 
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301人以上 101～300人 21～100人 20人以下

a 1
（法定義務）

2
（法定義務）

4 5

b 2
（法定義務）

10 10 10

ｃ 1 2 3 4

ｄ 1 2 3 4

e 1 2 3 4

f 1 2 3 4

g 15 15 15 15

h 15 15 15 15

i 15 15 15

（現在取り組んでいる内容）

（今後、取り組みたい内容）

（現在取り組んでいる内容）

（今後、取り組みたい内容）

（現在取り組んでいる内容）

（今後、取り組みたい内容）

※認定基準、添付書類は裏面をご覧ください。

2

4

2 3 4 5

1 2 3
その他
働きやすい
職場環境の
形成推進

3 42

2 3 4

3 4 5

ワーク・
ライフ・
バランス
推進

j

k

l

m

女性活躍
の推進

□にチェックをしてください。　　　　
ほうふ幸せます働き方推進企業認定チェックリスト

2

くるみん認定を受けている
（次世代育成支援対策推進法関係）

えるぼし認定を受けている
（女性活躍推進法関係）

ユースエール認定を受けている
（若者雇用促進法）

3 4 5

分
野
別
項
目

1

1

やまぐち男女共同参画推進事業者に認証されている

やまぐち女性の活躍推進事業者に登録されている

n

o

（第２号様式）　

重
点
項
目

一般事業主行動計画を策定している。
（次世代育成支援対策推進法）

一般事業主行動計画を策定している。
（女性活躍推進法）

やまぐち子育て応援企業に登録されている

やまぐちイクメン応援企業に登録されている

配点
総従業員数

基準
チェッ
ク
欄

取組項目

最
重
点
項
目
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認定基準

取組項目

添付書類（取組項目にチェックがあるものに限る）
最重点項目

・一般事業主行動計画策定届の写し（受領印のあるもの）

重点項目

・やまぐち子育て支援応援企業登録証の写し

・やまぐちイクメン応援企業登録証の写し

・やまぐち男女共同参画事業者認証書の写し

・やまぐち女性の活躍推進事業者登録証の写し

・基準適合一般事業主認定通知書の写し

　（くるみん認定、えるぼし認定、ユースエール認定）

分野別項目

・現在取り組んでいる内容が分かる書類

　（制度概要が分かる書類、研修等の様子がわかる書類、周知文書等）

女性の役員への積極的な登用に関する取組

女性の非正社員から正社員への転換制度の創設

研修や資格取得支援等の女性従業員に対するキャリアアップ制度の創設

その他、女性の活躍推進が図られるものとして市長が認める取組

セクシャルハラスメント、パワーハラスメント等による職場環境の悪化を未然に防止す
る取組

女性活躍の
推進

その他働き
やすい職場
づくりの推

進

研修等による仕事と家庭・地域生活の両立がしやすい職場づくりに関する取組

有給休暇の取得促進に関する取組

過去に育児、介護等で離職した者の正社員としての再雇用に関する取組

育児休業者の代替要員の確保や託児施設の設置運営やベビーシッター費用助成等の実施

目標値の設定による男性職員の育児休業取得率の向上に関する取組

法令の最低基準を上回る短時間正社員、フレックスタイム、始業・就業時刻の繰上げ・
繰り下げ、所定外労働時間の制限

育児・介護休業制度に関する従業員への周知や育児・介護等で休職中従業員への情報提
供

その他、ワーク・ライフ・バランスの推進が図られるものとして市長が認める取組

独自の特別休暇制度の創設等による従業員の地域貢献活動への配慮に関する取組

在宅勤務、テレワーク制度等の勤務場所を限定しない働き方に関する取組

地域限定正社員制度の創設や、高齢者、障害者の積極的な雇用に関する取組

その他、働きやすい職場づくりの推進が図られるものとして市長が認める取組

目標値の設定等の女性管理職割合の向上に関する取組

取組の例示

ワーク・ラ
イフ・バラ
ンスの推進

 最重点項目、重点項目、分野別項目で付与された評価点の合計点が１５点以上であり、次に

掲げる条件を全て満たす場合に認定の対象となります。 

 

 ① 最重点項目 １点以上の評価点が付与されていること 

 ② 重点項目 

    ・ 取組項目cからfの評価点の合計が ３点以上 または 

    ・ 取組項目gからiの評価点の合計が １５点以上 であること 

 ③ 分野別項目 

    ・ ワーク・ライフ・バランスの推進、 

    ・ 女性活躍の推進、 

    ・ その他働きやすい職場づくりの推進 のうち一つ以上の分野において 

   以下にの例示する内容の取組実績又は取組予定が記載されていること 
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全く
思わない

あまり
思わない

どちらとも
言えない

やや思う
非常に
思う

Q1
職場では、仕事を行う上での大事な仲間として受
け入れられていると思いますか？

1 2 3 4 5

Q2
会社は自分の能力や実績をきちんと評価してくれ
ていると思いますか？

1 2 3 4 5

Q3 今の会社で成長できると思いますか？ 1 2 3 4 5

Q4
仕事と育児・介護やプライベートとの両立に会社
は配慮してくれていると思いますか？

1 2 3 4 5

Q5
現在の働き方（労働時間や休日）は妥当だと思い
ますか？

1 2 3 4 5

Q6
現在の福利厚生制度は仕事と生活の両立に役
立っていると思いますか？

1 2 3 4 5

Q7
上司や同僚・部下との良好な人間関係の維持・構
築に会社は関わってくれていますか？

1 2 3 4 5

Q8
会社は、従業員の要望や不満をきちんと聞いてく
れていますか？

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

（全く満足し
ていない）

（あまり満足
していない）

（どちらとも
言えない）

（やや満足
している）

（非常に満
足している）

ほうふ幸せます働き方推進企業認定従業員アンケート調査票

今の仕事・働き方にどの程度満足していますか？Q9

（第４-１号様式）

項　　目
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ほうふ幸せます働き方推進企業助成金交付要綱 

平成２９年４月３日制定 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、仕事と生活の調和、女性の職業生活における活躍の推進

及び誰もが働きやすい職場環境の形成に取り組む事業者を支援するため、予

算の範囲内において当該取組に係る経費の一部を助成することについて、必

要な事項を定めるものとする。 

（対象者） 

第２条 助成を受けることができる者は、ほうふ幸せます働き方推進企業認定

実施要綱（以下「認定実施要綱」という。）第７条に規定する認定事業者の

うち、総従業員数３００人以下の中小企業者とする。 

（対象事業） 

第３条 助成の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する事業のうち、

対象者が新たに又は拡充して取り組むものとする（以下「助成対象事業」と

いう。）。 

(１) 認定実施要綱第３条に規定する「ほうふ幸せます働き方推進企業宣言 

書（第３号様式）」に記載した目標の達成に向けて取り組む事業 

(２) 仕事と生活の調和、女性の職業生活における活躍の推進及び誰もが働 

きやすい職場環境の形成に資する従業員の育成のための事業 

（対象経費及び助成額） 

第４条 前条に係る助成対象経費及び助成額は別表のとおりとする。助成額は

助成対象経費に、助成率を乗じて得た額とする。但し、別表に掲げる金額を

上限とし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

２ 前項の規定において、助成対象者は助成対象事業ごとに１回の助成を受け

ることができるものとする。但し、第９条に規定する事業完了実績報告及び

助成金交付申請は、同一年度に一事業のみとする。 

３ 第１項の規定において、助成対象経費は、当該経費に含まれる消費税及び

地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に

規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得
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た金額の合計額を除くものとする。 

（助成金の認定申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、原

則として対象事業に着手する前に、ほうふ幸せます働き方推進企業助成金事

業認定申請書（第１号様式。以下「認定申請書」という。）に必要な書類を

添付して市長に提出しなければならない。 

２ 申請する事業の実施期間は、１年以内とする。 

 （事業認定） 

第６条 市長は、前条に基づく認定申請書を受理したときは、その内容を審査 

 し、事業認定の是非について決定するものとする。 

２ 市長は、前項で決定したことについて、ほうふ幸せます働き方推進企業助 

成金事業認定審査結果通知書（第２号様式）により申請者に通知するものと 

し、認定に際しては、必要な条件を付すことができる。 

 （認定内容の変更） 

第７条 申請者は、第６条第１項による申請により事業認定を受けた後、内容 

や金額等、重要な事項に変更が生じた場合は、速やかにほうふ幸せます働き 

方推進企業助成金事業認定変更申請書（第３号様式。以下「認定変更申請書」 

という。）に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定に基づく認定変更申請書を受理したときは、その内容 

を審査し、認定変更の是非について決定するものとする。 

３ 市長は、前項で決定したことについて、ほうふ幸せます働き方推進企業助 

成金事業認定変更審査結果通知書（第４号様式）により申請者に通知するも 

のとし、変更の認定に際しては、必要な条件を付すことができる。 

 （事業完了実績報告及び助成金交付申請） 

第８条 申請者は、第６条第２項又は第７条第３項で認定を受けた事業が完了 

したときは、事業完了日から３０日以内にほうふ幸せます働き方推進企業助 

成金対象事業完了実績報告書兼助成金申請書（第５号様式。以下「実績報告 

書兼交付申請書」という。）に、必要な書類を添付して市長に提出しなけれ 

ばならない。但し、やむを得ない場合は、申請者は書面で提出期限の延長を 

申し出ることができる。 
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 （助成金の確定及び請求） 

第９条 市長は、前条の規定に基づく実績報告書兼交付申請書を受理したと 

きは、その内容について精査し、助成金交付の是非について決定するものと 

する。 

２ 市長は、前項で決定したことについて、ほうふ幸せます働き方推進企業助 

成金交付決定・却下通知書（第６号様式）により、申請者に通知するものと 

する。 

３ 前項において、助成金交付決定の通知を受けた申請者は、助成金の交付を 

受けようとするときは、ほうふ幸せます働き方推進企業助成金請求書（第７ 

号様式）を市長に提出しなければならない。 

 （交付決定の取消） 

第 10 条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の 

全部若しくは一部の交付の決定を取り消すことができる。 

 (１) この要綱に違反したとき。 

 (２) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。 

 (３) その他市長が適当でないと認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により助成金交付の決定を取り消す場合、申請者に対

しほうふ幸せます働き方推進企業助成金交付決定取消通知書（第８号様式）

により通知するものとする。 

 （助成金の返還） 

第 11 条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合で、

既に助成金が交付されているときは、申請者に対し、ほうふ幸せます働き方

推進企業助成金返還命令書（第９号様式）により、期限を定めて既に交付し

た助成金を返還させるものとする。 

 （関係帳簿等の調査） 

第 12 条 申請者は、助成対象事業に係る関係帳簿等を当該事業の終了した日 

 が属する年度の翌年度から５年間保管しなければならない。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、申請者に対し報告を求め、又は関係

帳簿等の書類を調査し、必要な指示を行うことができる。 

 （その他） 
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第 13 条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、 

市長が別に定める。 

 

別表（第３条関係） 

助成対象事業 助成対象経費 

助成率及び 

助成額の上限 
（千円未満切捨て）

目標の達成に向け

て取り組む事業 

外部専門家（社会保険労務士、中小

企業診断士等）によるコンサルティ

ング料 

10 分の 10 

上限 10 万円 

従業員の育成のた

めの事業 

研修会、講演会等の講師謝礼 

研修会、講演会委託等の業務委託料

研修会、講演会等への参加料 

３分の２ 

上限 20 万円 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年４月３日から施行する。 
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　○市ホームページ
      働き方改革トップページ
　　　http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/hatarakikata/
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      認定制度トップページ
　　　http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/hatarakikata/nintei/index.html
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      女性しごと応援テラストップページ
　　　http://h-woman.org/
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　○市広報
　　H29年7月１日号

　　H29年10月１日号

17



　○新聞
　　H29.7.20（木）　山口新聞
　

　　H29.10.5（木）　山口新聞 H29.10.19（木）　読売新聞
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　○ほっぷ
　　H29.9.29（金）

　　H29.10.27（金）
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　　H29.11.10（金）
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ほうふ女性しごと応援テラスの運営状況について 

 
１．施設概要 

防府市で働きたい女性の再就職を支援するための窓口 
開設日 ：H29 年 7 月 1 日 
開設場所：イオン防府店３階に開設 
運営時間：火曜～土曜 9:30～17:30 （休館日：日・月・祝日・年末年始） 

  対象者 ：防府市で働きたい女性、防府市在住の女性 
  利用料 ：無料 

 
２．運営体制 

委託事業者 NPO 法人コミュニティ友志会  
組織体制  ８名  

役  割 業務内容 人数

総括コーディネーター テラス運営の責任者、市・外部との連絡調整役 １名

キャリアコンサルタント  キャリアカウンセリング、支援プログラム作成 ３名

相談支援員 受付・登録、託児スタッフ ３名

事務 テラス運営全般の庶務担当・受付 １名

 
 
３．提供サービス 
 キャリアカウンセリングによる相談業務、就職に向けた各種セミナーの開催、求人紹介、

子育て・保育情報の提供 

 
（１）キャリアカウンセリングによる相談業務 

・テラスでの登録手続き 
・キャリアコンサルタントとの面談による支援プログラム作成 
・各種セミナーの受講やカウンセリングにより進路決定 

 
（２）就職に向けた各種セミナーの開催 
  登録者の就職意識レベルにあわせた各種セミナーを月１～２回開催。 

 
（３）求人紹介 

登録者の働き方に合った求人紹介 
※有料職業紹介業の許可（９月） 

 
（４）子育て支援（保育所、幼稚園、学童保育等）の情報提供 
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４.７月～１０月の活動状況 

 

（１）登録状況 

・登録者は 80 人。（H29 年 10 月末日時点） 

・5歳ごとの年代別登録者数では、30 歳～34 歳の年代が最も登録者が多い。 

 

表１ 登録者累計                    （単位：人） 

７月 ８月 ９月 １０月 累計 

登録者数 １９ １２ ２１ ２８ ８０ 

 

 

 

図１ ５歳ごとの年代別登録者数 

 

 

 

（２）進路決定の状況 

・10 月末の進路決定者 15 人 （※H29 年度進路決定者数目標値 50 人） 

・雇用形態 パート社員 10 人、契約社員 2人、派遣社員 1人、正社員 2人 

 

 表２ 進路決定者累計                 （単位：人） 

  ７月 ８月 ９月 １０月 累計 

進路決定者 １ ３ ５ ６ １５ 
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（３）就職に向けた各種セミナー実施状況 

  登録者の就職意識レベルにあわせた各種セミナーや適職診断を実施した。 

 

 表３ 各種セミナー等実施状況（７月～１０月） 

セミナー名 対  象 内  容 実施回数/参加人数 

テーブルトーク 
就職を意識し始め

た人 

就職に対する様々な不安

について毎月テーマを決

めて情報交換する。 

４回／９人 

すてっぷあっぷ 

セミナー 
就職準備段階の人 

再就職のために準備が必

要なことについて学ぶ。 
４回／１９人 

就職支援セミナー 就職活動段階の人 

ビジネスマナー、自分に合

った仕事の探し方、面接・

履歴書の書き方等を学ぶ。 

３回／１２人 

適職診断 登録者 

適職診断ツールによる自

己分析により、自分にあっ

た職種を知る。 

５回／９人 

 

 ※参考資料 表５ H29 年度セミナー計画・実施状況一覧（別紙） 

 

（４）求人紹介 

 ・ハローワーク防府の求人紹介 

・有料職業紹介業の許可（H29.9 月） 

  

（５）広報活動 

 ・ホームページ開設（H29.7.1） 

 ・SNS サイトでの情報発信（Facebook，Instagram,Twitter） 

・ケーブルＴＶのＣＭ放送（8月から 3ヶ月間 まちかどニュース） 

 ・市広報 

 ・有料広告掲載（ほっぷ，Facebook 広告） 

 ・イオン防府店内でのチラシ配布 

 ・イオン防府店・同友店会との協賛イベント（はじめてのお使いシリーズ 2 回） 

 ・テラサポスタッフによる広報活動（移動図書館、保健センター） 

 ・市内保育所・幼稚園へのポスターとリーフレット配布 
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ほうふ女性しごと応援テラス

自分らしく働く！

防府市中央町１番３号 イオン防府店３階
電話 0835-28-7245
Mail  info@h-woman.org
HP http://h-woman.org

いきいき働く私は私がつくる

働くために必要なスキルを身に付けたい

でも仕事と家庭の両立が不安

そんなあなたに寄り添いサポートします。
応援します！あなたらしい働き方

あなたらしく笑顔で元気に働くために。

就職に対して
不安なことなど
座談会形式で
お話ししましょう！

参加費

無 料

子ども同伴

可

トーク内容

お子様連れでも安心してお話しできるよう、キッズスペースで保育士がお子様を見守ります
お問い合わせ、お申込みは、来所、お電話、メールにて受付けております。お気軽にご連絡ください

７月２８日（金）「子育てと仕事の両立について先輩ママに聞いてみよう！」

８月２５日（金）「幼稚園、保育園に預けているママに聞いてみよう！」

９月２２日（金）「様々な働き方について考えよう！」

１０月２７日（金）「資格を取得して社会復帰をしよう！」

１１月２４日（金）「幼稚園、保育園生活の不安を先輩ママに聞いてみよう！」

１２月１５日（金）「家庭を持ちながら生き生きと働いている女性に聞いてみよう！」

１月２６日（金）「様々な働き方について考えよう！」

２月２３日（金）「資格を生かして社会復帰！福祉系資格編」

３月１６日（金）「家庭を持ちながら生き生きと働いている女性に聞いてみよう！」

会場 ほうふ女性しごと応援テラス

時間 10：30～11：30

参加対象 防府市でいつか働きたいと考えている女性（先着５名）
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病
児
保
育
を
知
っ
て

安
心
し
て
働
こ
う
！

子どもの急な体調不良の時に困らないために

病児保育見学ツアー

各種オプション検査
お得なセットメニューもあります

参加費

無料

託児あり

防府市中央町１番３号 イオン防府店３階
9：30～17：30（休館日：日月祝）

0835-28-7245
Mail  info@h-woman.org
HP http://h-woman.org

防府市委託事業

ほうふ女性しごと応援テラス
運営：特定非営利活動法人コミュニティ友志会

日 程

１１月３０日（木）10：00~12：00 ルルサス防府

病児保育についての事前説明ののち、各自病児保育室さくらんぼへ移動し見学等をします。

お子さまは9時45分より、ルルサスふれあい広場にてお預かりしますので、お子さま連れの方も安心して
病児保育の見学ができます。

お申込みには事前登録が必要です。お気軽にご来所、お問い合わせください
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ほうふ女性しごと応援テラス
自分らしく働く！

防府市中央町１番３号 イオン防府店３階
TEL 0835-28-7245
Mail  info@h-woman.org
WEB http://h-woman.org
防府市委託事業
運営：NPO法人コミュニティ友志会

参加費

無料
要
予約

託児サービスもございます。ご希望の方は事前にテラスまでお問合せをお願いいたします。

会場 ほうふ女性しごと応援テラス
（イオン防府店３階）

日時 10月12日（木）
1０時～１１時３０分

参加対象者 防府市で働きたい女性（先着5名）

自分で探しても、条件に合う求人が
見つからないの・・・

久しぶりの仕事で不安。

セミナー詳細

「自分で探しても、条件に合う求人が見つからないの…」
これは、よく聞く相談内容です。
このセミナーでは、求人検索のポイントやコツをお伝えします。

キャリアコンサルタントと一緒に、
自分に合った求人を探してみませんか？
応募したくなるような求人がきっと見つかると思いますよ。

いきいき働く私は私がつくる

働くために必要なスキルを身に付けたい

でも仕事と家庭の両立が不安

そんなあなたに寄り添いサポートします。
応援します！あなたらしい働き方

あなたらしく笑顔で元気に働くために。
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２０１７.９.２７.Wed

はじめての
おつかい

イオン防府店

自家焙煎珈琲

ダージリンティー

ココア

オリジナルスムージー

￥400

￥350

￥350

￥350

［ はじめてのおつかい体験 ］

①10:00～ ②11:00～

女性の再就職・転職を支援する「ほう
ふ女性しごと応援テラス」がイオン防
府店とのコラボで、はじめてのおつか
いを開催します。

親子でお子さまの成長を感じてみま
せんか？

お子さまを預けることがはじめての方
も、ぜひご参加ください。

好評につき、
第二弾開催！

はじめてのおつかい

開催日時：平成２９年９月２７日（水）
１０時から１２時

場 所：イオン防府店１階（食品売場）
体験人数：子ども１０組

（２歳児～未就学児）
（１家族１組でお申込下さい）
（初めて参加される方優先）
１０時～/５組、１１時～/５組

申込み方法：９／２２までに「ほうふ女性
しごと応援テラス」へご来場のうえ、お申
込み下さい。当日の準備や諸連絡をお
伝えします。（先着順）

お買い物の商品がお願いしたものと違っ
ていても、お子さまの心を尊重し、返品
交換はご遠慮ください。

チャレンジャー募集

参 加 無 料

ほうふ女性しごと応援テラス
9：30～17：30 （日月祝休館）
運営：特定非営利活動法人コミュニティ友志会

防府市委託事業 〒747-0802 防府市中央町１番３号 イオン防府店３階

TEL：0835-28-7245
WEB：http://h-woman.org

E-MAIL：info@h-woman.org

第 ２ 回
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表-５　H29年度セミナー計画・実施状況一覧

セミナー名 内容 対象者 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 12月 1月 2月 3月 累計(7月～10月）

テーブルトーク

離職した女性が、就職に対
する様々な不安を共有し、
就職に向けて前向きに考え
られるような茶話会を開催
する。

就職を意識し始めた人
いつか働きたい人

子育てと仕事の両
立について先輩ママ
に聞いてみよう

幼稚園、保育園に預
けているママに聞い
てみよう

様々な働き方につい
て考えよう

資格を取得して社会
復帰をしよう

幼稚園、保育園生
活の不安を先輩マ
マに聞いてみよう

家庭を持ちながらい
きいきと働いている
女性に聞いてみよう

様々な働き方につい
て考えよう

資格を生かして社会
復帰！福祉系資格
編

家庭を持ちながらい
きいきと働いている
女性に聞いてみよう

実施回数(回） 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 4回

参加人数（人） 3人 2人 2人 2人 9人

すてっぷあっぷセミナー
就職を考える女性に向けて
の情報提供や就職準備の
場を提供する。

就職準備段階の人
近い将来働きたい人

様々な働き方、自分
に合った仕事を知ろ
う

保育資源について
知ろう

社会保障制度につ
いて知ろう

様々な働き方、自分
に合った仕事を知ろ
う

社会状況について
知ろう（HW防府見学
ツアー）
病児保育見学ツ
アー

ファッション講座
社会で役に立つ話し
方講座

保育資源について
知ろう

社会保障制度につ
いて知ろう

実施回数(回） 1回 1回 1回 1回 2回 1回 1回 1回 1回 4回

参加人数（人） 5人 4人 8人 2人 19人

就職支援セミナー

育児・介護・家庭との両立
への相談や、就職活動のノ
ウハウ・ビジネススキル等
のより実践的な支援を行
う。

就職活動段階の人
これから働きたい人

自分に合った求人を
見つけよう

自分に合った求人を
見つけよう
ビジネスメイク＆履
歴書写真撮影会

※個別対応 ※個別対応
ビジネスメイク＆履
歴書写真撮影会

私らしい面接を受け
る方法（文章の組
立）

私らしい面接を受け
る方法（立ち居振る
舞い・立ち方歩き
方）

実施回数(回） 0回 0回 1回 2回 1回 1回 1回 3回

参加人数（人） 0人 0人 2人 10人 12人

適職診断
自分にあった求人を見つけ
るための適職診断を提供す
る。

テラス登録者 適職診断 適職診断 適職診断 適職診断 適職診断 適職診断 適職診断 適職診断

実施回数(回） 0回 1回 2回 2回 2回 2回 2回 2回 2回 5回

参加人数（人） 0人 2人 4人 3人 9人

働く＆働きたい女性のコラ
ボ研修

現在、働いている女性とテ
ラスの登録者との交流の場
を提供する。

テラス登録者
働き方稼ぎ方テラス
カフェ

自分らしい生き方働
き方テラスカフェ

実施回数(回） 0回 0回 0回 0回 1回 0回 0回 1回 0回 0回

参加人数（人） 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

テラスイベント
テラスを周知と登録者獲得
のためのイベントを開催す
る。

テラス利用対象者 はじめてのお使い はじめてのお使い 未定 未定 未定 未定 未定

実施回数(回） 0回 1回 1回 0回 2回

参加人数（人） 0人 9人 8人 0人 17人

合計　実施回数(回） 2回 4回 6回 6回 18回

合計　参加人数（人） 8人 17人 24人 17人 66人
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